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令和６年１２月２日より健康保険証が廃止となります！ 

 
   みなさまもう既にご存じのとおり、令和６年１２月２日以降は新規（入社やお子さんの誕生等）に発行さ

れません。以後はマイナンバーカードの保険証利用登録を行い使用いただくことになりますが、マイナ保険

証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかることができます。 

   ※現行の健康保険証をお持ちの方は、最長１年間（令和 7 年 12 月 1 日まで）使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ●マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限（令和 

     ７年１２月１日）がきれる前に「資格確認書」を申請によらず無償で交付されます（届きます）。 

    ●マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方（高齢者、障害者等）は、 

     申請いただくことで、資格確認書を無償交付されます（更新時の申請は不要）。 

    ●後期高齢者医療制度の被保険者（７５歳以上の方）は、2025 年 7 月末までの暫定的な運用として、 

     現行の健康保険証が失効する方に資格確認書が申請によらず無償で交付されます（当分の間、申請 

     不要）。 

 

マイナ保険証で受診するメリット 

 

１．よりよい医療が受けられる！ 

     特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなる。 

     薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。 

     旅行先や災害時でも薬の情報等が連携される（※本人が同意した場合）。 
 

  ２．各種手続きも便利・簡単に！ 

     マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単。 

     医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できる。 

     高齢受給者証の持参も不要に。 
 

  ３．医療費の節約                        ※患者負担は下記金額の２割又は３割 

 初診料 再診料（３ヶ月に１回） 調剤 

マイナ保険証利用 10 円 10 円 10 円 

従来の保険証利用 30 円 20 円 30 円 

 

 

マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きについて 

 

    ●マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には５年（年齢を問わず発行日から５回目の 

誕生日まで）の有効期限があります。 

    ●有効期限が過ぎた場合には、e-Tax 等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなく 

     なりますので、お住いの市区町村の窓口で更新手続きを行う必要がありますのでご注意下さい。 

      ※更新にかかる費用は無料です。 

    ●電子証明書のみの有効期限が過ぎた場合でも、対面の本人確認書類としては使用できます。 

      ※ただし、マイナンバーカード自体にも有効期限があり、発行日から１０回目の誕生日（未 

       成年者は５回目の誕生日）までです。このマイナンバーカード自体の有効期限が切れた 

       場合、対面等での本人確認書類として使用できない可能性もありますのでご注意ください。 

    ●有効期限を迎える方に対して、有効期限の 2～3 ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：総務省・地方公共団体情報システム機構（J-LIS）「電子証明書の更新手続き」 

 
   

フクシマ社会保険労務士法人 

    労働保険事務組合 広島経営者同友会 ／ 広島一人親方同友会 

〒730-0805  広島市中区十日市町 1丁目 1－9 相生通り鷹匠ビル 2Ｆ 

TEL：082－293－8102    FAX：082－293－8104 
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